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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】試料ガスおよび／または標準ガスがオープンス
プリットを経て分析装置に供給され、キャリアガスを付
加することが可能である、同位体比を分析するための方
法と、ガスを分析装置に供給する装置とを提供する。
【解決手段】所定のガス流がガス管内で調節可能である
、ガスを分析装置に供給する装置であって、供給管８０
と、少なくとも１本の後続の管９７と、供給管８０と後
続の管９７との間に設けられた複数の弁８９～９６とを
備え、この弁８９～９６が互いに並列に接続され、かつ
段階的に、すなわちバイナリ式にまたは漸次式に切換え
可能である。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの試料ガスおよび／または少なくとも１つの標準ガスが少なくとも１個
のオープンスプリットを経て少なくとも１個の分析装置に供給され、キャリアガスを付加
することが可能である、同位体比を分析するための方法において、それぞれのキャリアガ
スを供給することによってあるいは試料ガスを分析装置に直接供給することによって、分
析装置に達する試料ガスおよび／または標準ガスの濃度を調整することを特徴とする方法
。
【請求項２】
　キャリアガスの供給が段階的に変更され、この際、同じかまたは異なる規模の並列のキ
ャリアガス分割流を作動可能および互いに組み合わせ可能であり、その結果生ずる１つの
キャリアガス流を調節し得ること特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも１つのガス、すなわち試料ガス、キャリアガス、標準ガスのうちの少なくと
も一つのガスのためのオープンスプリット（２２）が、異なる有効流量を有する毛管（３
１～３３、５４～６２）を備えていることと、所望の流量を有する毛管を選択および作動
させることによってガス流が調整されることを特徴とする請求項１または２に記載の方法
。
【請求項４】
　少なくとも１つのガス、すなわち試料ガス、キャリアガス、標準ガスのうちの少なくと
も一つのガスのためのオープンスプリットが、異なる横断面積を有する毛管（３１～３３
、５４～６２）を備えていることと、所望の横断面積を有する毛管を選択および作動させ
ることによってガス流が調整されることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
　その都度のキャリアガスの流入だけが調整され、残りのガス流が調整されないままであ
ることを特徴とする請求項１または請求項２～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　試料ガスおよび／または標準ガスの濃度が、少なくとも分析装置にとって最適な測定範
囲において、ほぼ一定のままであるように、その都度のキャリアガスの流入が調整される
ことを特徴とする請求項１または請求項２～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　試料ガスと標準ガスがほぼ同じ強度の信号を分析装置に供与するように、交互に連続し
た測定を行う間にそれぞれのキャリアガスの流入が調整されることを特徴とする請求項１
または請求項２～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　試料ガスの濃度が分析装置によって行われる測定から求められ、測定の結果がその都度
のキャリアガスの流入調整のために使用されることを特徴とする請求項１または請求項２
～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　試料ガスが分析装置に入る前、特にオープンスプリット（２２）に入る前の濃度測定か
ら、試料ガスの濃度が求められ、測定の結果がその都度のキャリアガスの流入調整のため
に使用されることを特徴とする請求項１または請求項２～８のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１０】
　試料ガスの濃度が熱伝導率から求められることを特徴とする請求項１または請求項２～
９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　オープンスプリット（２２）が並流原理で作動することを特徴とする請求項１または請
求項２～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
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　２つ以上の試料ガスがオープンスプリット（２２）に供給されることと、各試料ガスに
ついてその都度のキャリアガスの流入が調整されることを特徴とする請求項１または請求
項２～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　オープンスプリット（２２）の手前にガスクロマトグラフ（２１）が設けられ、流出す
るガスが試料ガスとしてオープンスプリットに供給されることを特徴とする請求項１また
は請求項２～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　試料ガスがオープンスプリット（２２）に入る前に２つ以上の部分ガス流に分割され、
この部分ガス流がオープンスプリットに供給されることを特徴とする請求項１または請求
項２～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　少なくとも１つの部分ガス流が、オープンスプリット（２２）に入る前に、物理的また
は化学的に変化せしめられることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　少なくとも１つの部分ガス流が、オープンスプリット（２２）に入る前に、トラップ（
５３）を通って案内され、それによってこの部分ガス流に含まれる成分／物質の少なくと
も一部が取り除かれることを特徴とする請求項１４または１５に記載の方法。
【請求項１７】
　１つまたは複数の試料ガスが、軽量元素～中量元素またはその化合物、特にＨ２、ＣＯ
２および／またはＮ２を含み、この化合物または元素が分析装置内で分析されることを特
徴とする請求項１または請求項２～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　分析装置が同位体比測定に適した質量分析計（４３）であることを特徴とする請求項１
または請求項２～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　試料ガスと標準ガスが異なるオープンスプリット（１００、１０１）を経てキャリアガ
スと共にまたはキャリアガスなしに分析装置に供給されることを特徴とする請求項１また
は請求項２～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　両オープンスプリットの少なくとも１つへのキャリアガスの供給が、キャリアガス流を
複数の並行な部分ガス流に分割することによって調整され、この部分ガス流の１つまたは
複数が選択されてオープンスプリットに供給されることを特徴とする請求項１９に記載の
方法。
【請求項２１】
　平行な部分ガス流の一部またはすべてが異なる規模であることを特徴とする請求項２０
に記載の方法。
【請求項２２】
　試料ガスが、オープンスプリット（１００）に供給される前に、オープンスプリットに
案内される流れと、この流れから分割された、オープンスプリットに供給されない流れと
に分割されることを特徴とする請求項１９または請求項１～１８、２０および２１のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　オープンスプリット（２２）を備え、このオープンスプリットが混合領域（６７）と待
機領域（６８）とを有し、試料ガス、キャリアガスおよび／または標準ガスのための毛管
（３１～３３、５４～６２）と、ガスを取り出すため、特にガスを分析装置に供給するた
めの毛管（３４）が待機領域に配置され、この際、毛管が混合領域（６７）の中へまたは
混合領域に近づくように及び再び戻るように移動可能である、特に請求項１～２２のいず
れか一項に記載の方法を実施するための、少なくとも１個の分析装置にガスを供給する装
置において、試料ガスのための２本以上の毛管が設けられていることと、毛管がそれぞれ
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、混合領域と待機領域との間の移動のための固有の駆動装置を備えていることを特徴とす
る装置。
【請求項２４】
　毛管用の駆動装置がアクチュエータ（３５～３８）であることを特徴とする請求項２３
に記載の装置。
【請求項２５】
　毛管（３１～３４、５４～６３）用の駆動装置が共通の中央制御ユニットによって制御
可能であることを特徴とする請求項２３または２４に記載の装置。
【請求項２６】
　待機領域（６８）が混合領域（６７）よりも大きな横断面積を有することを特徴とする
請求項２３または請求項２４および２５のどちらか一項に記載の装置。
【請求項２７】
　待機領域（６８）の横断面積が、混合領域（６７）の横断面積の少なくとも２倍、好ま
しくは少なくとも５倍の大きさであることを特徴とする請求項２３または請求項２４～２
６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２８】
　オープンスプリット（２２）が、混合領域（６７）と待機領域（６８）との間に、ほぼ
円錐状の形を有しかつ横断面積が混合領域の方へ縮小している漏斗状範囲を有することを
特徴とする請求項２３または請求項２４～２７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２９】
　（毛管の方向の）混合領域の長さが混合領域（６７）の幅よりも大きいことを特徴とす
る請求項２３または請求項２４～２８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３０】
　ガスを取り出すための毛管（３４、６３）のための待機領域（６８）内の待機位置が、
その他の毛管の待機位置よりも混合領域（６７）に近いことを特徴とする請求項２３また
は請求項２４～２９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３１】
　ガスを取り出すための毛管（３４、６３）のための混合領域（６７）内の取り出し位置
が、その他の毛管の混合位置よりも待機領域（６８）に近いことを特徴とする請求項２３
または請求項２４～３０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３２】
　ガスを取り出すための毛管（３４、６３）が、収縮箇所（６５）を有する管に接続され
ていることを特徴とする請求項２３または請求項２４～３１のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項３３】
　ガスを取り出すための毛管（３４、６３）が不活性化された特殊鋼からなる管に接続さ
れていることを特徴とする請求項２３または請求項２４～３２のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項３４】
　オープンスプリット（２２）が分析装置内に、特に同位体質量分析計（４３）内に配置
されていることを特徴とする請求項２３または請求項２４～３３のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項３５】
　オープンスプリット（２２）が並流原理で、すなわちガスが同じ方向だけから流入する
ように構成され、そして特に混合領域（６７）の片側が閉じていることを特徴とする請求
項２３または請求項２４～３４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３６】
　ガス、すなわち試料ガス、キャリアガス、標準ガスの少なくとも１つのために、異なる
有効流量を有する毛管（３１～３３、５４～６２）が設けられていることを特徴とする請
求項２３または請求項２４～３５のいずれか一項に記載の装置。
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【請求項３７】
　ガス、すなわち試料ガス、キャリアガス、標準ガスの少なくとも１つのために、異なる
横断面積を有する毛管（３１～３３、５４～６２）が設けられていることを特徴とする請
求項２３または請求項２４～３６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３８】
　所定のガス流がガス管内で調節可能である、ガスを分析装置に供給する装置であって、
供給管（８０）と、少なくとも１本の後続の管（９７）と、供給管（８０）と後続の管（
９７）との間に設けられた複数の弁（８９～９６）とを備え、この弁（８９～９６）が互
いに並列に接続され、かつ段階的に、すなわちバイナリ式にまたは漸次式に切換え可能で
ある、装置。
【請求項３９】
　適当な流量を有する特定の絞りが各弁（８９～９６）に付設されていることを特徴とす
る請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　少なくとも２つの弁の絞りが異なっていることを特徴とする請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　互いに異なる複数の絞りが設けられ、これらの絞りの流量が同じ倍数だけ異なっている
ことを特徴とする請求項３９または４０に記載の装置。
【請求項４２】
　弁（８９～９６）が、手動で、電気的にまたは電子的に制御可能であることを特徴とす
る請求項３８または請求項３９～４１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４３】
　供給管（８０）と後続の管（９７）を接続するために、弁を備えていない並列の管（１
３６）が付加的に設けられていることを特徴とする請求項３８または請求項３９～４２の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項４４】
　後続の管（９７または１１３）の後に配置された上記ガス流と他のガス流を混合するた
めのオープンスプリット（１０１）を備えていることを特徴とする請求項３８または請求
項３９～４３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４５】
　後続の第２の管（毛管１２５）を備え、この後続の第２の管と供給管（８０）との間に
複数の弁（１２６）が互いに並列に配置されていることを特徴とする請求項３８または請
求項３９～４４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４６】
　弁（１２６）にそれぞれ、適当な流量を有する特定の絞り（１２７～１２９）が付設さ
れていることを特徴とする請求項４５に記載の装置。
【請求項４７】
　後続の第２の管（毛管１２５）に、第２のオープンスプリット（１００）が付設されて
いることを特徴とする請求項４５または４６に記載の装置。
【請求項４８】
　１個または複数のオープンスプリット（１００、１０１）の後に、分析器として質量分
析計が配置されていることを特徴とする請求項３８または４７あるいは請求項３９～４６
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４９】
　供給管（８０）が弁を迂回するためおよびオープンスプリット（１００）に直接供給す
るための分岐部（１２１）を備えていることを特徴とする請求項３８に記載の装置。
【請求項５０】
　複数のオープンスプリット（１００、１０１）またはその１個が高流量のガスを供給す
るための第１毛管（１１４）と、これよりも低流量のガスを供給するための第２毛管（１
２０）を備えていることを特徴とする請求項４４または請求項３８～４３および４５～４
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９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５１】
　オープンスプリット（１００）がガスを取り出すための毛管（１１９）、すなわちガス
抜き毛管を備え、この毛管が第１または第２毛管（１１４、１２０）に対して並流式に配
置され、かつ他の毛管（１２０、１１４）に対して向流式に配置されていることを特徴と
する請求項５０に記載の装置。
【請求項５２】
　低流量のガスを供給するための第２毛管（１２０）が、ガス抜き毛管（１１９）に対し
て向流式に配置されていることを特徴とする請求項５０または５１に記載の装置。
【請求項５３】
　ガス抜き毛管（１１９）が、低流量のガスを供給するための第２毛管（１２０）の内径
よりも小さな外径を有することと、ガス抜き毛管と第２毛管が、両毛管の或る位置で両毛
管が互いに嵌合するように、相対的に移動可能にかつ同軸に配置されることを特徴とする
請求項５２に記載の装置。
【請求項５４】
　オープンスプリットまたは複数のオープンスプリット（１００、１０１）の１個が、ガ
スを供給するための毛管（１１４）を備えていることと、この毛管が弁（１２４）を介し
て閉鎖可能な分岐部（１２３）を備えていることを特徴とする請求項４４または４７ある
いは請求項３８～４３、４５、４６および４８～５３に記載の装置。
【請求項５５】
　オープンスプリットまたは複数のオープンスプリット（１００、１０１）の１個が、ガ
スを供給するための毛管（１１４）を備えていることと、２本以上の供給管（１１６、１
１７）がこの毛管に通じていることを特徴とする請求項４４または４７あるいは請求項３
８～４３、４５、４６および４８～５４に記載の装置。
【請求項５６】
　供給管（１１６、１１７）が多路弁（１１８）を備え、この多路弁が一方の切換え位置
でオープンスプリット（１００）の方へガスを通過させ、他の切換え位置でガスを排出す
ることを特徴とする請求項５５に記載の装置。
【請求項５７】
　キャリアガスが、供給管（８０）を経て異なる２個のオープンスプリット（１００、１
０１）に供給可能であることと、試料ガスが毛管を経て一方のオープンスプリットに供給
可能であることと、標準ガスが毛管を経て他のオープンスプリットに供給可能であること
と、両オープンスプリットから分析装置までガス抜き毛管が案内されていることを特徴と
する請求項３８または請求項３９～５６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５８】
　試料ガスとキャリアガスを分析装置に供給する装置において、
ａ）キャリアガス用の第１毛管（１２５）がオープンスプリット（１００）に案内され、
ｂ）低流量の試料ガス用の第２毛管（１２０）がオープンスプリット（１００）に案内さ
れ、
ｃ）これより高流量の試料ガス用の第３毛管（１１４）がオープンスプリット（１００）
に案内され、
ｄ）第４毛管（１１９）がガス抜き管としてオープンスプリットから分析装置まで案内さ
れていることを特徴とする装置。
【請求項５９】
　第１毛管（１２５）の手前に、分岐部（１２１）を有するキャリアガス供給管（８０）
が配置され、この際、分岐部（１２１）が低流量の試料ガス用の第２毛管（１２０）に接
続されていることを特徴とする請求項５８に記載の装置。
【請求項６０】
　第４毛管（１１９）が、低流量の試料ガス用の第２毛管（１２０）にガス抜き管として
挿入可能であることを特徴とする請求項５８または５９に記載の装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つの試料ガスおよび／または少なくとも１つの標準ガスが少な
くとも１個のオープンスプリット（ｏｆｆｅｎｅ　Ｋｏｐｐｌｕｎｇ）を経て少なくとも
１個の分析装置に供給され、キャリアガスを付加することが可能である、同位体比を分析
するための方法に関する。本発明はさらに、オープンスプリットを備え、このオープンス
プリットが混合領域と待機領域とを有し、この際、試料ガス、キャリアガスおよび／また
は標準ガスのための毛管と、ガスを取り出すための毛管、特にガスを分析装置に供給する
ための毛管が、待機領域に配置され、この際、毛管が混合領域の中へまたは混合領域に近
づくように及び再び戻るように移動可能である、特に上記方法を実施するための、少なく
とも１個の分析装置にガスを供給する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　同位体比を測定するための装置の特徴は、分別を生じないように、すべての構成要素を
構成しなければならないことにある。この分別は例えば拡散によって輸送が生じる場所な
らどこでも発生する。
【０００３】
　同位体比の分析に適した質量分析計（同位体質量分析計またはＩＲＭＳ）とガスクロマ
トグラフィ装置との間のインターフェースとしてのオープンスプリットは例えば特許文献
１に記載されている。この特許文献１には、キャリアガスとしてヘリウムを使用する場合
の、ＣＯ２とＮ２の分析が述べられている。供給されるキャリアガスの量は、分析すべき
両ガスの希釈を互いに適合させることができるようにするために変更可能である。キャリ
アガス量の変更は適当な弁を介してあるいはオープンスプリットに挿入される毛管の位置
変更によって行われる。いろいろなガス流およびガス量を、得ようとする結果に従って、
正しく調節できるようにするために、操作者は非常に多くの経験を必要とする。分析結果
は操作者の器用さに左右され、多かれ少なかれ偶然的に変動する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】独国特許出願公開第４３３３２０８Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、同位体比を分析するための冒頭に述べた方法を改良することである。
特に、分析結果が実際の比を一層正確に表すようにすべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る方法は、それぞれのキャリアガスを供給することによってあるいは試料ガ
スを分析装置に直接供給することによって、分析装置に達する試料ガスおよび／または標
準ガスの濃度を調整することを特徴とする。好ましくはコンピュータ制御による調整、特
にセンサ情報に基づいてフィードバックする方法および／または以前に使用したパラメー
タを繰り返す方法による調整が行われる。調整の概念は原則的に広く解釈すべきであり、
フィードバックしない調節または制御と、（オートメーション化技術におけるような）フ
ィードバックする狭い意味の調整とを含んでいる。調整はソフトウェアまたはハードウェ
アによって実現可能である。好ましくはプログラム制御される調整である。少なくともキ
ャリアガス用のこのような公知のアジャスタとして、例えばオープンスプリットに入る毛
管のための電子的に調整可能な弁および／またはアクチュエータが調整される。調整はキ
ャリアガス供給をゼロまで調整する可能性も含んでいる。さらに、試料ガスと標準ガスは
オープンスプリットに入る前に既にキャリアガスを含むことができる（予備混合ガス）。



(8) JP 2012-163570 A 2012.8.30

10

20

30

40

50

【０００７】
　分析装置として、好ましくは質量分析計、特に同位体比測定のために適した質量分析計
（ＩＲＭＳ）が設けられる。しかし、本発明はこれに限定されない。他の例えば光学式分
析器、分光計、干渉計、分光分析計等を使用することができる。
【０００８】
　本発明の有利な実施形では、少なくとも１つのガス、すなわち試料ガス、キャリアガス
、標準ガスのうちの少なくとも１つのガスのためのオープンスプリットが、異なる有効流
量を有する毛管を備え、そして所望の流量を有する毛管を選択および作動させることによ
ってガス流が調整される。付加的にまたは代替的に、ガス流が他の方法、例えば調整可能
な弁によって調整される。最初に、所定の毛管の選択に基づいて大まかな調整を行い、そ
して適当なアクチュエータによって微細な調節を行うことができる。個々の毛管の異なる
有効流量は、例えば毛管の異なる横断面積または長さによってあるいは例えば毛管の端部
分の特定の横断面収縮部によって生じる。各々のガスのために複数の毛管を設けることが
できる。
【０００９】
　その都度のキャリアガスの流入だけが調整され、残りのガス流が調整されないままであ
ると有利である。この手段は装置構造と、調整システム内の切換え技術的またはプログラ
ミング技術的作業を簡単にする。
【００１０】
　キャリアガスの供給が段階的に変更され、同じかまたは異なる規模の並列のキャリアガ
ス分割流が、作動可能および互いに組み合わせ可能であり、その結果生ずる一つのキャリ
アガス流を調整できると有利である。
【００１１】
　試料ガスおよび／または標準ガスの濃度が、少なくとも分析装置にとって最適な測定範
囲において、ほぼ一定のままであるように、その都度のキャリアガスの流入が調整される
と有利である。試料ガスの体積流量は使用される源に依存して変動する。例えばガスクロ
マトグラフまたは元素分析器からガスを供給することが知られている。その際、試料の量
は、試料毛管を通ってオープンスプリッタに流入するガス流内で変動する。これはキャリ
アガスを相応して流入させることによって相殺可能であるので、試料ガスは常に分析装置
にとって最適な濃度で達する。これは標準ガスについても同様に当てはまる。
【００１２】
　多数の用途、特に標準ガスの正確な希釈のために、希釈制御と分析器信号との関係を予
め記録し、そして予め較正した調節を測定過程で直接使用することが得策である。これは
後述する本発明にかかる漸次的な流れ調整／制御との関連においてきわめて効果的である
。すなわち、本来の測定プロセス中の再調整を完全に除去することができる。
【００１３】
　本発明の有利な他の実施形では、試料ガスと標準ガスがほぼ同じ強度の信号を分析装置
に供与するように、交互に連続した測定を行う間にそれぞれのキャリアガスの流入が調整
される。試料ガスと標準ガスは通常のごとく、キャリアガスと一緒に交互に分析器に供給
される。測定の不正確さを低下させるために、試料ガス測定および／または標準ガス測定
中のキャリアガス流入は、できるだけ同じ信号強度が分析器に達するように調整される。
質量分析計の使用の際、これは、試料ガスと標準ガスが質量分析計の検出器で単位時間あ
たりほぼ同じヒット数を生じるようにキャリアガスを供給することを意味する。その際、
キャリアガスの流入を調整するために、強度のフィードバックを行うことができる。
【００１４】
　試料ガスの濃度が分析器によって行われる測定から求められ、測定の結果がその都度の
キャリアガスの流入調整のために使用されると有利である。この実施形の場合、分析器の
測定結果が制御回路に供給される。それに基づいて、試料ガスおよび／または標準ガスの
ため、さらに後続の測定のためにキャリアガスの流入を調整することができる。
【００１５】
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　試料ガスが分析器に入る前、特にオープンスプリットに入る前の濃度測定から、試料ガ
スの濃度が求められ、測定の結果がキャリアガスの流入調整のために使用されると有利で
ある。これは上述の調整の代替または補足である。
【００１６】
　本発明の発展形態では、試料ガスの濃度が熱伝導率から求められる。それに適した検出
器は知られており、キャリアガス流入調整のための制御回路内に比較的に簡単に統合可能
である。
【００１７】
　オープンスプリットが並流原理で作動すると有利である。これはこの方法を実施する場
合の装置構成と、流れ技術的なパラメータの管理を容易にする。
【００１８】
　本発明の他の思想では、２つ以上の試料ガスをオープンスプリットに供給することがで
き、この際、各試料ガスについてキャリアガスの流入が調整される。これにより、異なる
試料ガスの測定を互いに比較することができる。従って、複数のオープンスプリットの準
備および設置を回避することができる。
【００１９】
　本発明の発展形態では、試料ガスを、オープンスプリットに入る前に２つ以上の部分ガ
ス流に分割することができ、この部分ガス流がオープンスプリットに供給される。好まし
くは、試料ガスが２つ以上の毛管に分割される。これらの毛管は、オープンスプリット内
に互いに並行に入っている。異なる毛管内の部分ガス流には、オープンスプリットに入る
前に、異なる方法で影響を与えることができ、例えば物理的または化学的に変化させるこ
とができる。さらに、異なる毛管の使用も可能である。
【００２０】
　少なくとも１つの部分ガス流が、オープンスプリットに入る前に、トラップを通って案
内され、それによってこの部分ガス流に含まれる成分または物質の少なくとも一部が取り
除かれると有利である。例えば、ＣＯ２とＮ２を一緒に含む試料ガスを、Ｎ２測定時に邪
魔になるＣＯ２を取り除くアスカライト（Ａｓｃａｒｉｔｅ）トラップに通して案内する
ことができる。ＣＯ２は、長い尾部によって、後続のＮ２測定の邪魔になる好ましくない
特性を有する。本発明に係る方法では、この場合ＣＯ２を含んでいなくそしてＮ２の質的
に高価値の測定を可能にする部分ガス流を作ることができる。
【００２１】
　２つのクロマトグラフのピークの間に、（例えば通過する標準ガスの測定のための）時
間を作るために、場合によっては遅延ループ、例えば適当な長さの毛管の形をした遅延ル
ープを接続することができる。
【００２２】
　本方法は軽量元素～中量元素の同位体比を分析する。試料ガスは特に、ガス相に移行可
能なこれらの元素の化合物である。例えばＨ２、ＣＯ２、ＣＯ、Ｎ２、ＳＯ２、Ｎ２Ｏ、
ＮＯ、ＳＦ６、ＳＦ３、ＳＯ、Ｃｌ２、希ガスである。Ｈ、Ｃ、Ｎ、Ｏ、Ｓ、Ｃｌの化合
物、特にＨ２、ＣＯ２、ＣＯ、Ｎ２が好ましい。
【００２３】
　本発明の他の思想によれば、試料ガスと標準ガスが異なるオープンスプリットを経てキ
ャリアガスと共にまたはキャリアガスなしに分析装置に供給される。従って、この代替的
方法では、試料ガスが標準ガスと異なるオープンスプリットを経て供給される。混合およ
び希釈のためにキャリアガスを両オープンスプリットに供給することができる。
【００２４】
　両オープンスプリットの少なくとも１つへのキャリアガスの供給が、キャリアガス流を
複数の並行な部分ガス流に分割することによって調節され、この部分ガス流の１つまたは
複数が選択されてオープンスプリットに供給されると有利である。部分ガス流は互いに並
列にオープンスプリット内に達するか、あるいはオープンループに入る１つのキャリアガ
ス流に前もって合流させる。個々の部分ガス流を遮断または通過させることにより、生ず
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るキャリアガスを所望の流量を持って調節することができる。
【００２５】
　並列の部分ガス流の一部またはすべては好ましくは異なる規模である。これにより、生
ずるキャリアガス流の調節時にきわめて多数のバリエーションが可能になる。
【００２６】
　本発明の他の思想によれば、試料ガスが、オープンスプリットに供給される前に、オー
プンスプリットに案内される流れと、この流れから分割された、オープンスプリットに供
給されない流れとに分割される。これにより、多すぎる試料ガス流を少ない流量に減らす
ことができるので、所望の試料ガス流だけがオープンスプリットに達する。
【００２７】
　本発明に係る装置は、試料ガスのための２本以上の毛管が設けられていることと、これ
らの毛管がそれぞれ、混合領域と待機領域の間の移動のための固有の駆動装置を備えてい
ることを特徴とする。この装置によって、複数の試料を同時におよび／または同じ装置条
件で、１個以上の分析器または分析装置に供給することができる。従って、測定の実施前
に通常行われる較正をかなり簡素化することができる。というのは、最も有利な場合には
、１個のオープンスプリットによって作業が行われるからである。好ましくは標準ガスと
試料ガスのために、複数の毛管がオープンスプリット内に設けられ、場合によっては異な
るキャリアガスのために複数の毛管がオープンスプリット内に設けられる。
【００２８】
　毛管用の駆動装置がアクチュエータであると有利である。その際、毛管用の駆動装置が
共通の中央制御ユニットによって制御可能であるので、毛管はコンピュータ支援によって
移動可能であり、必要な毛管だけを混合領域内におき、不要な毛管は待機領域に待機させ
られる。
【００２９】
　本発明の他の思想によれば、待機領域が混合領域よりも大きな横断面積を有する。待機
領域の大きな横断面積は多数の毛管を収容するために望ましい。混合領域の比較的小さな
横断面積は、ガスの溢流や混合時のむだ時間を短縮する。なぜなら、混合領域の比較的小
さな横断面積によって、混合領域の体積も大幅に減るからである。
【００３０】
　待機領域の横断面積が、混合領域の横断面積の少なくとも２倍、好ましくは少なくとも
５倍の大きさであると有利である。毛管の数と必要スペースに応じて、横断面比も大幅に
一層大きくすることができる。
【００３１】
　本発明の他の思想によれば、オープンスプリットが混合領域と待機領域との間に、ほぼ
円錐状の形を有しかつ横断面積が混合領域の方へ縮小している漏斗状範囲を有する。この
形状によって、待機領域と混合領域との間で毛管を問題なく移動させることができる。毛
管は好ましくは柔軟に曲げることができ、漏斗状範囲において壁に沿わせることができる
。
【００３２】
　（毛管の方向の）混合領域の長さが混合領域の幅よりも長く、特に２～３倍の長さであ
ると有利である。他の比も可能である。混合領域の体積の制限が重要である。さらに、混
合領域内に毛管を異なる位置に配置することができる。
【００３３】
　本発明の発展形態では、ガスを取り出すための毛管の待機領域内の待機位置を、その他
の毛管の待機位置よりも混合領域に近い位置にすることができる。ガスを取り出すための
毛管は、例えば同位体質量分析計または同位体比を検査するための他の分析器まで案内さ
れている。ガスを取り出すための毛管の上記待機位置により、待機位置にある他の毛管か
らこのガスを取り出すための毛管内に物質が達しないことが保証される。
【００３４】
　ガスを取り出すための毛管の混合領域内の取り出し位置が、その他の毛管の混合位置よ
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りも待機領域に接近していると有利である。それによって、ガスがガスを取り出すための
毛管に入る前に、関与するガスの十分な混合、例えば試料ガスとキャリアガスの十分な混
合が、最も良好な方法で行い得ることが達成される。
【００３５】
　本発明の他の思想では、ガスを取り出すための毛管が、収縮箇所を有する管に接続され
ている。縮小個所によって、体積流量に大きな影響を与える管の最小横断面積が正確に定
められる。
【００３６】
　ガスを取り出すための毛管が不活性化された特殊鋼からなる管に接続されていると有利
である。それによって、管とそれを通るガスとの広い意味での反応（化学的反応、バック
グランド効果等）が回避される。これは特に、普通の同位体比測定方法で分析されるガス
に当てはまる。
【００３７】
　本発明の発展形態では、オープンスプリットが分析器内に、特に同位体質量分析計内に
配置されるようにすることができる。従来の測定装置では、分析器は１個または複数の周
辺部に接続される。そのために、分析器は適当なインターフェース、例えば１個以上のオ
ープンスプリットのための接続部を備えている。従って、公知の装置の場合には、オープ
ンスプリットは分析器の外に設けられている。これは、オープンスプリットが分析器の外
の条件、例えば変化する温度にさらされることを意味する。これは室内においてもそうで
ある。本発明に係る装置により、既存のオープンスプリットは分析器内に設けられるので
、測定の精度にとって重要な周囲条件をコントロールすることができるかまたは一定に保
つことができる。具体的には、分析器はケーシングを備えることができ、このケーシング
内には１個以上のオープンスプリットが配置されている。試料ガス、キャリアガスおよび
標準ガスの接続のためのインターフェースがオープンスプリットに接続され、このインタ
ーフェースが、ケーシングにまたはケーシングから外に案内されている。インターフェー
スは、弁と組み合わせられた原則的に公知の管継手である。弁は好ましくは個別的に特に
コンピュータ制御によって調整可能である。中央制御ユニットは冒頭に述べた自動電子流
入調整を実施する。
【００３８】
　オープンスプリットが並流原理で、すなわちガスが同じ方向だけから流入するように構
成され、そして特に混合領域の片側が閉じていると有利である。比較的に軽いキャリアガ
スの使用時に、待機領域は混合領域の下方に配置されている。一方、比較的に重いキャリ
アガスのために、逆の配置が用いられる。
【００３９】
　本発明の他の思想では、ガス、すなわち試料ガス、キャリアガス、標準ガスの少なくと
も１つのために、異なる有効流量を有する毛管が設けられるようにすることができる。異
なる流量は例えば、異なる横断面積、特定の横断面縮小部、異なる長さ等を有する毛管に
よって達成され得る。適当な毛管の選択または作動により、ガスを所望の流量でオープン
スプリットに適切に供給することができる。流量の微調節は付加的にまたは代替的に電子
制御弁によって行うことできる。
【００４０】
　所定のガス流がガス管内で調節可能である、ガスを分析装置に供給する装置であって、
供給管と、少なくとも１本の後続の管と、供給管と後続の管との間に設けられた複数の弁
とを備え、これらの弁が互いに並列に接続され、かつこれらの弁が段階的に、すなわちバ
イナリ式にまたは漸次式に切換え可能である、装置も本発明の対象である。従って、ガス
管内のガス流は、１個の弁の多かれ少なかれ強い操作によっては調節されない。むしろ、
１個の弁は、少ない（好ましくは２つの）不連続の切換え状態を取ることができるという
のが前提である。開放した１個の弁は所定のガス流を通過させることができ、開放した２
個の弁はほぼ２倍のガス流を通過させることができる、等々である。弁の段階的な開放、
例えば閉鎖／４分の１開放／２分の１開放／完全開放の調節による開放も考えられる。
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【００４１】
　適当な流量を有する特定の絞りが各弁に付設されていると有利である。その都度の弁の
完全開放時にガス流は絞りを介して定められる。絞りは弁に付加的に設けられるかあるい
は弁に一体化されている。
【００４２】
　少なくとも２つの弁の絞りが異なっていると有利である。それによって、少ない並列弁
によって、異なるガス流量を生じることができる。
【００４３】
　複数の絞りが設けられ、これらの絞りの流量が同じ倍数だけ異なっていると有利である
。倍数は例えば２または２．５とすることができる。その場合、流量は単位を記載しない
で、１／２／４／８・・・または１／２．５／６．２５／１５．６２５、等々である。同
様に、他の倍数であることもできる。
【００４４】
　弁が、手動で、電気的にまたは電子的に制御可能であると有利である。弁は制御回路の
一部であることもできる。最も簡単な実施では、弁は手動で予備調節される。
【００４５】
　供給管と後続の管を接続するために、弁を備えていない並列管が付加的に設けられてい
ると有利である。並列管は弁に対して並列に伸び、常に所定のガス流を流すことを確実に
する。このガス流は、好ましくは、付設のオープンスプリットの最小流れ要求を満たす。
【００４６】
　本発明の他の思想では、装置は、ガス流と他のガス流を混合するためのオープンスプリ
ットを後続の管の後に備えていることを特徴とする。オープンスプリット内に達するガス
流は弁によって調節される。
【００４７】
　本発明では、後続の第２の管を設けることができ、この際、この後続の第２の管と供給
管との間に複数の弁が互いに並列に配置される。従って、この供給管は後続の２本の管に
ガスを供給し、この際、これらの管はそれぞれのガス流を調節するために、それぞれ別個
の弁群を備えている。
【００４８】
　後続の第２の管のための弁にそれぞれ、適当な流量を有する特定の絞りが付設されてい
ると有利である。
【００４９】
　本発明の他の思想では、後続の第２の管に、固有のオープンスプリット、すなわち第２
のオープンスプリットが付設されている。従って、ガス流を異なる２つのオープンスプリ
ットに分割することができる。
【００５０】
　１個または２個のオープンスプリットの後に、分析器として質量分析計が配置されてい
ると有利である。この質量分析計は特に、同位体質量分析計、プラズマ源を有する質量分
析計（ＩＣＰ－ＭＳ）、衝突セルおよび反応セルのための衝突ガス制御を行う質量分析計
である。本発明に係る装置によって、好ましくは、分析器または分析装置に至るキャリア
ガス流または衝突ガス流が調節または制御される。
【００５１】
　本発明では、供給管は弁を迂回するためおよびオープンスプリットに直接供給するため
の分岐部を備えることができる。この分岐部は絞りを備えていないかあるいは比較的に小
さな絞りしか備えていないので、他の場合には最も大きな絞りを通るガス流に等しいかま
たはそれよりも多いガス流が可能である。
【００５２】
　本発明の他の思想では、オープンスプリットまたは複数のオープンスプリットの１個が
高流量のガスを供給するための第１毛管と、これより低流量のガスを供給するための第２
毛管を備えている。好ましくは、第１と第２の毛管を経て、異なる濃度の試料ガスが供給
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される一方、次の毛管を接続した後続の他の管を経て、キャリアガスがオープンスプリッ
ト内に達する。
【００５３】
　本発明では、オープンスプリットが、ガスを取り出すための毛管、すなわちガス抜き毛
管（Ｓｃｈｎｕｅｆｆｅｌｋａｐｉｌｌａｒｅ）を備えることができ、この毛管が第１ま
たは第２毛管に対して並流式に配置され、かつ各々の他の毛管、すなわち、第２または第
１の毛管に対して向流式に配置されている。好ましくは流量の少ないガスを供給するため
の第２毛管が、ガス抜き毛管に対して向流式に配置されている。これに相応して、第１毛
管、すなわち流量の多いガスを供給するための毛管が、ガス抜き毛管に対して並流式に配
置されている。
【００５４】
　本発明の他の思想では、ガス抜き毛管は、ガスを供給するための第２毛管の内径よりも
小さな外径を有する。さらに、ガス抜き毛管と第２毛管は、或る位置ではガス抜き管が第
２毛管に挿入されそして他の位置では両毛管が互いに離れているように、相対的に移動可
能にかつ互いに同軸に配置される。
【００５５】
　本発明の他の思想では、オープンスプリットまたは複数のオープンスプリットの１個が
ガスを供給するための毛管を備えている。この際、この毛管は弁を介して閉鎖可能な分岐
部を備えている。この弁は好ましくは毛管を通る流量またはガス流を減らす機能を有する
。弁の開放時に、分岐部から部分ガス流が流れるので、然るべき部分ガス流だけが毛管を
経てオープンスプリットに達する。
【００５６】
　本発明の他の思想では、オープンスプリットまたは複数のオープンスプリットの１個が
ガスを供給するための毛管を備え、この際、２本以上の供給管がこの毛管に通じている。
これにより、異なるガスまたはガス試料を毛管に供給することができる。
【００５７】
　本発明では、供給管が多路弁を備え、この多路弁が一方の切換え位置でオープンスプリ
ットの方へガスを通過させ、他の切換え位置でガスを排出するようにすることができる。
この多路弁は好ましくは三方弁である。この三方弁はガスをオープンスプリットの方へあ
るいは他の目的の方へ導く。それによって、供給管の手前に設けられた範囲、すなわちい
わゆる周辺部において、一定の圧力比が達成可能である。
【００５８】
　本発明の他の思想では、キャリアガスを、供給管を経て異なる２個のオープンスプリッ
トに供給可能であり、この際、試料ガスは、毛管を経て一方のオープンスプリットに供給
可能であり、標準ガスは、毛管を経て他のオープンスプリットに供給可能であり、両オー
プンスプリットから分析装置までガス抜き毛管が案内されている。
ａ）キャリアガス用の第１毛管がオープンスプリットに案内され、
ｂ）低流量の試料ガス用の第２毛管が上記オープンスプリットに案内され、
ｃ）これより高流量の試料ガス用の第３毛管が上記オープンスプリットに案内され、
ｄ）第４毛管がガス抜き管として上記オープンスプリットから分析装置まで案内されてい
ることを特徴とする、試料ガスとキャリアガスを分析装置に供給する装置も、本発明の対
象である。
【００５９】
　これに応じて、いわゆる低流量試料ガスと高流量試料ガスが同じオープンスプリットを
経て分析装置に達する。
【００６０】
　有利には、第１毛管の手前に、分岐部を有するキャリアガス供給管が配置され、この際
、分岐部が低流量の試料ガス用の第２毛管に接続されている。分岐部に弁を設けることが
できる。この弁は分岐部内のガス流を遮断するかまたは通過させる。
【００６１】
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　第４毛管がガス抜き管として低流量の試料ガス用の第２毛管中に有利に挿入することが
できる。それによって、低流量の試料ガスはガス抜き毛管に直接送られる。
【００６２】
　本発明の他の特徴は特許請求の範囲とその他は明細書から明らかである。次に、図に基
づいて本発明の有利な実施の形態を詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】反応器、ガスクロマトグラフ、オープンスプリット、イオン源、方向変更ユニッ
ト、検出器および電子制御装置を備えた、本発明に係る方法を実施するための装置の略図
である。
【図２】図１の一部、すなわち反応器、ガスクロマトグラフおよび熱伝導性用の検出器を
示す。
【図３】試料供給のための分割部を備えた図２の一部を示す。
【図４】質量分析計に一体化されたオープンスプリットを示し、このオープンスプリット
はそれに接続された２つの周辺部を有し、この周辺部によって全部で３つの異なる試料ガ
ス流が発生し、オープンスプリットは標準ガスのための４本の毛管とキャリアガスのため
の２本の毛管を備えている。
【図５】オープンスプリットの異なる２つの状態、すなわちオフ状態と、キャリアガスで
希釈された標準ガスを質量分析計に送る状態を示す。
【図６】図５ａ、５ｂに示すようなオープンスプリットの３つの異なる状態、すなわち２
本のキャリアガス毛管の１本を作動させた状態またはキャリアガス毛管の両方を作動させ
た状態を示し、それによって後続のバックグランドの乏しい実験を実施できるようにする
ために、存在するかもしれない吸収性の強いガスが混合領域から排除される。
【図７】図５ａ、５ｂのオープンスプリットの３つの状態を示し、同時に２つの標準ガス
パルスと２つの試料ガスパルスについての信号示す。
【図８】オープンスプリットの４つの異なる状態を示し、同時に２つの標準ガスパルスと
２つの試料ガスパルスについての信号強度を示す。
【図９】２つの標準ガスパルスと２つの試料ガスパルスの信号強度を示すと共に、オープ
ンスプリットの４つの状態を示す。
【図１０】２つの標準ガスパルスと２つの試料ガスパルスの信号強度を示すと共に、オー
プンスプリットの４つの状態を示す。
【図１１】一定の希釈の場合と希釈が変化する場合の試料ガスパルスの信号強度を示すと
共に、図５のオープンスプリットの３つの状態を示す。
【図１２】互いに並列な弁によるガス流の制御または調整の略図である。
【図１３】低流量試料ガス、高流量試料ガス、（異なるガス流を有する）キャリアガスお
よび標準ガスを質量分析計に供給するための２つのオープンスプリットの組み合わせを示
す。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　本発明に係る方法を説明するために先ず最初に図１を参照する。反応器２０内で燃焼さ
れる試料の同位体比を分析する場合の個々の構成要素の協働作用が示してある。ガス状の
燃焼生成物はガスクロマトグラフ２１を通って案内され、このガスクロマトグラフから試
料ガスとして出る。
【００６５】
　試料ガスは少なくとも１つのオープンスプリット２２を経てイオン源２３に流れる。そ
こで形成されたイオンは方向変更ユニット２４を経て検出システム２５に達する。この検
出システム２５は好ましくは多数の検出器を備えている。
【００６６】
　分析の目的は試料ガスの同位体比測定である。そのために、試料ガスは、標準ガス源２
６からの標準ガスと交互にオープンスプリット２２に連続的に供給される。そのほかに、
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キャリアガス源２７からのキャリアガスをオープンスプリット２２に供給することができ
る。
【００６７】
　図示を簡単化するために、図１では、試料供給部２８、キャリアガス供給部２９および
標準ガス供給部３０はそれぞれ１個だけ記入されている。実際には、それぞれ複数の供給
管および供給源を設けることができる。
【００６８】
　個々のガスは複数の毛管、すなわち試料ガス毛管３１、キャリアガス毛管３２および標
準ガス毛管３３を経てオープンスプリット２２に達する。そのほかに、イオン源２３に通
じる毛管３４が設けられている。この毛管はガス抜き管とも呼ばれる。この場合にも、存
在する供給管に応じて、それぞれ複数の毛管を設けることができる。
【００６９】
　毛管３１～３４は動かすことができる、すなわち詳しく示していない公知のアクチュエ
ータ３５～３８によってオープンスプリット内に入れたり、再び戻すことができる。さら
に、毛管３１～３４を電子的に制御できる弁３９～４２を設けることができる。分別の危
険のために、（分析装置に至る）毛管３４はできるだけ弁を用いないで操作される。
【００７０】
　ここで、毛管３１～３４、アクチュエータ３５～３８および弁３９～４２を備えたオー
プンスプリット２２、イオン源２３、方向変更ユニット２４および検出システム２５は、
分析装置としての同位体質量分析計４３の一体化された構成部材であり、それと同時にで
きるだけケーシング４４によって取り囲まれた同じ１つの装置ユニットの構成部材である
。
【００７１】
　質量分析計４３には、電子制御装置、ここではデータを伝送するためのインターフェー
スを備えたコンピュータ４５が付設されている。このコンピュータ４５は質量分析計４３
と一体化可能であるかあるいは（図１に示すように）質量分析計に接続可能である。破線
で示した導電線またはデータラインおよび／または制御ラインは、コンピュータ４５を、
少なくとも検出システム２５、アクチュエータ３５～３８および制御可能な弁３９～４２
に接続する。
【００７２】
　ガスクロマトグラフ２１と試料ガス供給部２８との間には、例えば熱伝導率を検出する
ために、好ましくは試料ガスの濃度の検出器４６が設けられている。検出器４６は同様に
データラインを介してコンピュータ４５に接続されている。
【００７３】
　適当なインターフェース、例えば継手４７、４８、４９を介して、様々なガス供給部２
８、２９、３０を質量分析計４３に接続することができる。
【００７４】
　同位体比を測定する際、様々なガス流がコンピュータ４５によって調整される。そのた
めに、弁３９～４２が調節され、および／または毛管３１～３４を動かすためのアクチュ
エータ３５～３８が制御される。さらに、測定結果、特に検出システム２５の分析結果お
よび／または検出器４６の濃度測定によって、調整に影響を与えることができる。
【００７５】
　他の図に基づいて、測定プロセスの様々な例を説明する。
【００７６】
　図２では、反応器２０内で物質が転化される。この物質から例えばＣＯ２とＮ２が発生
する。これらのガスはガスクロマトグラフ２１内で一時的に互いに分離され、そして試料
ガス供給部２８を経て図示していない質量分析計に達する。
【００７７】
　検出器４６の信号に基づいて、Ｎ２よりも実質的に多量のＣＯ２の発生を確認すること
ができる。これはオープンスプリットの範囲においてキャリアガスによる希釈によって考
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慮することができる。
【００７８】
　しかし、ＣＯ２は特に同位体比測定との関連において測定技術的な問題の原因である。
試料ガスは標準ガスと交互に測定され、従ってＣＯ２も交互に測定される。このＣＯ２が
尾部の長いクロマトグラフのピークを有するので、後続の測定でのＮ２の測定が妨害され
る。さらに、質量分析計のイオン源内でＣＯ２からＣＯが形成される。このＣＯはＮ２と
同じ質量：電荷比を有する。
【００７９】
　上記の問題を解決するために、試料ガス供給部２８は、図３に示すように、分割器５０
を介して２本の供給管５１、５２に分割されている。供給管５１にはトラップ５３が組み
込まれている。このトラップはここでは、ＣＯ２を引き留めるために、アスカライトトラ
ップとして形成されている。従って、供給管５１を介してはＮ２だけがオープンスプリッ
トに達する。一方、管５２からは試料ガス供給部２８と同じガスが流れる。もちろん、試
料ガス流の他の処理も可能である。
【００８０】
　供給管５１、５２はそれぞれ固有の継手、弁および毛管を介してオープンスプリットに
接続されている。この接続は図１の図示に類似しておよび例えば図４の周辺部（Ｐｅｒｉ
ｐｈｅｒｉｅ）Ａの範囲に示すように行われる。同位体比を測定する際、図３の構造体に
より、測定の過程で、Ｎ２とＣＯ２が同じ試料から同じオープンスプリットを経て流れる
ようにして測定可能である。その際、質量分析計では常に測定技術上理想的な信号の強度
が存在するように、オープンスプリットの範囲内で供給管５２を経て流れるガスの希釈を
行うことができる。濃度は検出器４６から供給される信号に基づいて計算され、かつ適合
させられる。濃度監視と希釈による適合のこの方法は、図２の実施形によっても実施可能
である。
【００８１】
　図４は質量分析計４３の構成部材としてオープンスプリット２２を有する本発明に係る
装置を示している。オープンスプリット２２にはここでは、多数の毛管からガスが供給さ
れる。この毛管には多数のアクチュエータ（図示せず）と弁が付設されている。見やすく
するために、質量分析計の他の構成部材と、付属するデータラインを備えた電子制御用コ
ンピュータ４５は記入していない。
【００８２】
　例として、４本の標準ガス毛管５４～５７、２本のキャリアガス毛管５８、５９および
３本の試料ガス毛管６０、６１および６２並びに質量分析計に通じる毛管６３が設けられ
ている。上記の参照番号は図５ａ～１１ｄにも記載されている。
【００８３】
　ここで、周辺部Ａとは、試料調製のためのユニットであると理解される。このユニット
は例えば図１～３に示すようなユニットであり、かつ図３から判るように２本の供給管５
１、５２を備えている。同様に、周辺部Ｂは試料調製のための他のユニットを示し、この
ユニットは例えば図１、２に相当する。すなわち試料ガス供給部２８と同様に１本だけの
供給管６４を備えている。
【００８４】
　イオン源に通じる毛管６３の範囲内には特徴がある。すなわち収縮箇所６５が設けられ
ている。毛管６３は不活性化された特殊鋼から作られ、収縮箇所６５の範囲において狭め
られて厳密に定められた横断面積を有する。それによって、この毛管に再現可能な状態が
作られる。縮小個所６５の後には、図１の弁４２に類似して、遮断弁６６が配置されてい
る。
【００８５】
　オープンスプリット２２は並流原理に従って構成されている。特に図５ａ以降参照。す
なわち、毛管は同じ方向から互いに並列にオープンスプリットに挿入され、これに相応し
て試料ガス、標準ガスおよびキャリアガスは同じ方向からオープンスプリットに流入する
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。
【００８６】
　オープンスプリット２２は混合領域６７、待機領域６８およびその間にある移行領域６
９を備えている。混合領域６７は一方の側が閉鎖され、待機領域６８よりも小さな横断面
積を有する。互いの横断面積の比は、待機領域の範囲内における毛管の必要スペースに依
存する。交互に供給されるガスのためにできるだけ迅速なガス交換を達成できるようにす
るために、混合領域６７のできるだけ小さな横断面積が望まれる。
【００８７】
　混合領域６７には少なくとも２つの異なる位置が設けられている。すなわち、イオン源
に通じる毛管６３のための、この毛管の取り出し位置としての外側の混合位置７０と、そ
の他の毛管のための内側の混合位置７１とが設けられている。その際、用語「内側」と「
外側」は、オープンスプリットの入口範囲７２までの両混合位置７０、７１の間隔に関連
している。入口範囲７２に近い混合位置７０が外側の混合位置と呼ばれる。というのは、
この混合位置が内側の混合位置７１よりもオープンスプリットの唯一の開口の近くにある
からである。毛管６３の取り出し位置は、図に示すような混合領域の境界上にではなく、
混合領域６７の若干外に設けることもできる。
【００８８】
　待機領域６８は同様に、２つの待機位置、すなわち毛管６３を除くすべての毛管のため
の外側の待機位置７３と、毛管６３のための内側の待機位置７４を有する。例えば図５ａ
参照。
【００８９】
　移行領域６９は円錐形に形成され、その最小横断面を混合領域６７に至る移行範囲内に
有し、最大横断面を待機領域６８に至る移行範囲内に有する。混合領域６７及び待機領域
６８自体は、それぞれ、その長さにわたって一定の横断面を有するように形成されている
。これとは異なる実施形も可能である。毛管を混合領域６７内まで容易にかつ再現可能に
挿入することが重要である。
【００９０】
　本実施例の形態では、下向きの入口範囲７２を有するオープンスプリット２２が設けら
れ、それによって特に（空気と比較して）軽いキャリアガスの使用に適している。このガ
スは混合領域６７に範囲内に集まり、重いガスを押しのける。
【００９１】
　図５ａではキャリアガス毛管５９だけが作動している。これは、この毛管だけが混合領
域６７内まで達していることを意味する。毛管５９から出るキャリアガスはその他のすべ
てのガスを混合領域６７から押しのける。他の毛管から出るガスは毛管６３内に達しない
。というのは、この毛管は、それの待機位置７４において、作動していないその他の毛管
よりも深くオープンスプリット内に突き出ているからである。
【００９２】
　図５ｂの図示では、キャリアガス毛管５９と標準ガス毛管４並びにイオン源に通じる毛
管６３が作動している。これにより、キャリアガスによって希釈された標準ガスがイオン
源に案内される。
【００９３】
　図６ａ、６ｂおよび６ｃには、混合領域６７の作用体積内への１本または複数本のキャ
リアガス毛管の挿入が示してある。２本のキャリアガス毛管を有する図６ｃの配置は、例
えば、非常に高い試料濃度を強く希釈するために、作動させた試料ガス毛管６０～６２と
組み合わせ可能である（図６ｃでは毛管６０～６２はどれも作動させていない）。
【００９４】
　混合領域６７内へのキャリアガスの搬入は、例えば、続いてバックグラウンドの少ない
実験を行うことができるようにするために、ＳＯ２のような吸収性の強いガスを急速に押
しのける働きをする。図６ｄは図６ａ～６ｃのいずれか一つに係る配置の場合の検出器の
信号の時間的な変化を示している。先ず最初に、強いバックグラウンド信号が認められる
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。カーブ区間７５参照。短時間後、バックグラウンド信号は急激に衰えるかまたはきわめ
て弱い。カーブ区間７６参照。
【００９５】
　図７ａ～７ｄは、キャリアガスを有する標準ガスの信号（毛管５７、５９、６３）、他
のキャリアガスを有する試料の信号（毛管６０、５８、６３）、および最初に使用したキ
ャリアガスを有する他の標準ガスの信号（毛管５９、５６および６３）の交互の測定を示
している。図７ｄから、異なる信号強度と、（中央の両）試料信号が認められる。第１の
（大きな試料信号）はほとんど同じ強度の毛管５７の標準ガスの信号に続いており、他方
で、（弱い）試料信号には毛管５６からの標準ガスの（同様に弱い）信号が続いている。
異なる標準ガス信号強度は、毛管５６、５７の特性としての異なる流量によってあるいは
それぞれ付設された電子式弁によって調節される。この弁は図１～４にのみ示してある。
希釈調整のこれらの両方法は互いに組み合わせ可能である。
【００９６】
　図８ａ～８ｅは様々な毛管の作動と、１つの周辺部の２つの試料流れの測定の際の信号
強度を示している。その際、試料ガス毛管６０、６１が順々に作動させられる。ここでは
、キャリアガスで様々に希釈された標準ガスパルスが試料信号の両側に位置している。図
８ｅの最初と最後の方形信号参照。試料ガスはオープンスプリット内では希釈されない。
これに応じて、図８ｂ、８ｃは作動したキャリアガス毛管を示していない。すべての信号
は一つの測定シーケンス内で分析される。これは図示した他の測定にも当てはまる。
【００９７】
　図９ａ～９ｅの例の場合、前述の図８ａ～８ｅのように、測定シーケンス内で周辺部Ａ
の両試料流れが切換えられる。図９ｅの中央の両ピーク参照。しかしここでは、試料ガス
はオープンスプリット内で、毛管５８からのキャリアガスによって希釈される。第２の試
料信号の強度は比較的弱い。これに応じて、毛管５６からの標準ガスの強度が適合させら
れる。
【００９８】
　図１０ａ～１０ｅは両周辺部Ａ、Ｂからの２つの試料流れを測定する測定－シーケンス
を示している。両試料信号の前に、各標準ガスが検出される。この場合、毛管５７からの
標準ガスは毛管５９からのキャリアガスによって希釈され（第１の試料信号の前）、毛管
５６からの標準ガスは再び毛管５９からのキャリアガスによって希釈される。周辺部ガス
の異なる試料濃度を、分析器にとって最適な範囲に調節するために、キャリアガスはその
都度異なる量で添加される。従って、両周辺部信号をほぼ同じ強度にすることができる。
【００９９】
　図１１ａ～１１ｅは同じ試料毛管６０からの連続する３つの試料信号を示している。一
方では、任意の毛管からの希釈は一定とし（図１１ａ）、他方では、検出器で同じ信号強
度を得るために希釈をその都度異なる度合いとしている（図１１ｂ～１１ｅ参照）。図１
１ｂの配置はキャリアガス毛管５８からの強い希釈を示している。キャリアガス毛管５９
からの簡単な希釈は図１１ｃに示してある。図１１ｄの配置では、希釈は行われない。異
なる強さの希釈により、図１１ｅに示す同じ信号強度が生じる。そうでない場合には、図
１１ａに示す異なる信号強度が予想される。ここで同様に存在する標準ガスパルスは見や
すくするために図示していない。他の測定－シーケンスの場合のように、試料及び標準体
の各測定の後で、分析器の自動的なガス配置の交換、例えば方向変換ユニットの磁界強度
の変更やイオン源のパラメータの変更が行われる。
【０１００】
　キャリアガス流れを増減することによって標準ガスと試料ガスの濃度をコンピュータ制
御式または電子制御式に調節することは、多大の利点がある。
【０１０１】
　標準ガスの消費は従来よりも非常に少ない。というのは、一般的に、予圧調節の後では
、他の制御は不要であり、それ故減圧器をエア抜きするための他の場合には慣用のブリー
ダー毛管はもはや不要であるためである。これは、運転コスト、整備コスト、標準ガス較
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正コストおよび有毒または可燃性標準ガスの使用時の危険性を低減する。
【０１０２】
　信号強度制御のための正確な試料測定および試料知識はもはや必ずしも必要ではない。
というのは、標準体と試料の信号強度をコンピュータ制御によって互いに自動的に適合さ
せることができるからである。例えば、標準ガスパルスの強度は、最適な測定精度を達成
するために、オープンスプリット内での希釈の制御によって、測定される試料に応じて調
節可能である。さらに、手前に接続された周辺部が例えばフレームイオン化検出器（ＦＩ
Ｄ）または熱伝導率検出器（ＴＣＤ）のような予備分析ユニットを備えているときには、
ガス内の試料の濃度調節はリアルタイムに最適化可能である。この検出器の結果から試料
濃度を推測することができる。最高の測定精度を得るために、試料はオープンスプリット
内でコンピュータ制御によって最適に希釈可能である。
【０１０３】
　線形性検査またはしばしば実施されるＨ３－ファクタ測定のような機器診断測定は、コ
ンピュータ制御によって同様に自動化することができる。実験者が居合わせる必要がもは
やなく、較正係数決定が測定に付随して実施可能であるので、実験の精度がさらに高まる
。
【０１０４】
　オープンスプリット内の標準ガスまたは試料ガスの混合比の変化を前提とする複雑な測
定手順は、今や、その合間に介入することなく、プログラミング可能なシーケンスとして
自動的に実施可能である。それによって、装置の測定能力の利用がさらに高められる。
【０１０５】
　図示したオープンスプリットに関連して一つまたはそれ以上のキャリアガスを電子制御
するときわめて有利である。というのは、オープンスプリットが自動化された測定シーケ
ンスの可能性を大幅に拡張するからである。
【０１０６】
　多数の同じ試料信号が連続する場合において、状況によって発生するドリフトは自動希
釈調節によって適合させることができる。
【０１０７】
　試料ピークの保持時間が周辺部から正確に知られていないとき、標準信号の前の試料ピ
ークの検出が有利である。この状況では、試料ピークに続いて記録すべき標準信号の強度
はリアルタイムに最適に調節可能である。
【０１０８】
　希釈調節による濃度コントロールは分別を起こさない。
【０１０９】
　上記装置は次の利点を有する。オープンスプリットと分析器の間の供給管はもはや周辺
部と分析器の間において分析器の外に配置されないで、分析器の中に配置されている。従
って、毛管を温度変化やその他の妨害作用に対して良好に保護することができる。信号安
定性が改善され、またこれには測定精度の向上が伴う。この作用は、分析器に通じる供給
管のための収縮絞り部（Ｋｒｉｍｐｒｅｓｔｒｉｋｔｉｏｎ）を有する不活性化された鋼
製毛管の使用によってさらに強まる。
【０１１０】
　多数の周辺部が接続する場合、コストが低減される。というのは、インターフェースと
して、分析器あたりオープンスプリットを１個しか必要とせず、前述のように周辺部毎に
１個のインターフェースを設ける必要がないからである。
【０１１１】
　１個のオープンスプリットをキャリアガスで洗浄すればよいので、キャリアガスの消費
およびそれに伴うコストが低減される。
【０１１２】
　従来の分析器の設計と比較して、遮断弁が少なくて済み、漏洩を起こしにくくなるので
、メンテナンス作業およびコストが低減される。
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【０１１３】
　比較的に多数の周辺部を分析器またはオープンスプリットに同時に接続することができ
る。待機領域６８は数が増えた毛管に十分なスペースを提供する。
【０１１４】
　試料ガスが分割される周辺部から、異なる試料ガス流を、必要に応じて異なる毛管を経
て、オープンスプリットひいては分析器に供給することができる。
【０１１５】
　標準ガス間のまたは周辺部間もしくは異なる周辺部供給管間の切換えは非常に簡単であ
る。というのは、オープンスプリット内におけるコンピュータ制御される毛管位置によっ
てのみ、プロセスが決定されるからである。
【０１１６】
　周辺部の設置または周辺部間の切換えは、分析器内に空気を供給せずに、それ故最小の
むだ時間および起動時間によって可能である。
【０１１７】
　接続された標準ガス間、周辺部間または異なる周辺部供給管間の自動切換えは、分析器
稼働率を高め、経済的な稼働を可能にする。というのは、手動介入することなく、異なる
周辺部と周辺部分岐部を含めた自動測定シーケンスが可能であるからである。
【０１１８】
　用途、例えば空気分析の用途のために、複数の標準ガスを質量分析計に同時に供給でき
ると有利である。それによって、異なる同位体の干渉作用を調べて較正することができる
。さらに、例えばＣＯ２、ＳＯ２のような異なるガスや塩化メチルや他の成分のような重
い成分を入れる場合、分析器の多成分質量較正を行うことができる。これは大幅に改善さ
れた分析器の質量較正を可能にする。なぜなら、これは、多数の点を介して定められた分
析器の質量較正、それ故、より高い測定精度が達成されるからである。
【０１１９】
　試料調製に高いバックグランドおよび／またはドリフトが伴う周辺部の場合、標準ガス
信号の測定時に周辺部のバックグランドガスを一緒に分析器に入れることも得策である。
慣用技術の場合、これは試料のために確保したオープンスプリットの別個の供給管を介し
て行われる。本発明による実施形の場合、これはキャリアガス毛管、試料ガス毛管、標準
ガス毛管および分析器に通じる毛管の作動によって実現可能である。それによって、標準
ガス流を５分の１以下に減らすことができる。これにより、標準ガス容器の寿命が５倍以
上に延び、交換に伴うコストおよび作業が低減される。
【０１２０】
　流入量が異なる複数のキャリアガス供給管を設置する場合、測定ルーチンの範囲内で、
標準ガスと試料ガスの濃度を、或る限度内でかつ分別しないで最適な測定手順に適合させ
ることができる。例えば図１１ａ～１１ｅ参照。
【０１２１】
　分析器に通じる毛管６３のための待機位置７４は、オープンスプリット内で他の毛管の
待機位置７３よりも深いところにある。それによって、停止状態の配置では（図５ａ参照
）、キャリアガスだけが分析器内に達し、待機している他の供給毛管からガスは達しない
。
【０１２２】
　混合領域６７の縮小直径によって最小に保たれる混合体積は、ガスの短い切換え時間と
最適な混合状態をもたらす。
【０１２３】
　周囲の空気の密度よりも小さな密度を有するキャリアガスは、（図示のように）開放端
部が下に向いているオープンスリットにおいて、インターフェースへの空気の侵入および
それに伴う障害を、方向を１８０度回転した場合よりも効果的に防止する。方向を１８０
度回転したオープンスプリットは、空気よりも大きな密度を有するキャリアガスの使用に
とって有利である。この場合、図に基づいて示した装置は１８０度回転して配置される。
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【０１２４】
　オープンスプリットに出入りするすべての管または毛管は、常時、すなわち待機モード
でも、適当な運転ガスによって洗浄される。従って、新たに使用する際に、水や空気等の
ような不純物による故障が発生せず、起動時間やむだ時間が大幅に短縮される。
【０１２５】
　本発明に係る装置、特にオープンスプリットは、毛管配置の無数の可能性と、非常に様
々な分析の問題のための無数の切換え順序を提供する。図に基づいて示した配置順序は多
数の用途のために任意に組み合わせ可能であり、およそ完全ではない。
【０１２６】
　図１２は、互いに並列の弁による、管内のガス流の調節原理を示している。例として、
キャリアガスであるヘリウムのための供給管８０が、８本の支流管８１～８８に分割され
ている。各支流管８１～８８には、固有の弁８９～９６が配置されている。この弁は好ま
しくは、２つの切換え位置、すなわち開放位置と閉鎖位置との間で電気的に切換え可能で
ある。図１２に示していない絞り、例えば支流管８１～８８の所定の横断面収縮部が、弁
８９～９６に付設されている。それによって、個々の支流管内の流量が異なっている。こ
の流量はここでは、例えば供給管８０の流量の１％／２％／２％／５％／１０％／２０％
／２０％／４０％である。個々の弁８９～９６を開放することによって、１％と１００％
との間のほぼ任意の値に調節することができる。弁８９～９６に続いて、支流管８１～８
８は再び、結果として生ずる流量を有する後続の管９７に集合している。
【０１２７】
　支流管８１～８８に対して並列に、固有の弁９９を有するバックフラッシュ管９８が設
けられている。このバックフラッシュ管を介して、後続の管９７の範囲において圧力を低
下させることができる。この管９７は例えば、以下に図１３に基づいて詳しく説明するよ
うに、オープンプリットに通ずる毛管の一部である。
【０１２８】
　質量分析計ＭＳに至る、分析すべきガスの供給装置として、２個のオープンスプリット
１００、１０１を確認することができる。オープンスプリット１００は試料ガスを供給す
るためのものであり、オープンスプリット１０１はこの場合５つの異なる標準ガスを供給
するためのものである。別個の試料ガス供給部と標準ガス供給部に分割すると、非常に少
ない試料流れも良好に測定可能であるという利点がある。試料流れがオープンスプリット
１００に直接入るようにしてもよいし、オープンスプリット内の比較的に小さな混合領域
において試料流れをキャリアガスと混合してもよい。分離供給はさらに、「試料ガスのバ
ックグラウンドに対し」標準ガスを簡単かつ確実に測定できるので有利である。
【０１２９】
　ここでは、標準ガスを供給するために、５本の供給管１０２～１０６が設けられている
。この供給管を経て、例えばＨ２、Ｎ２、ＳＯ２、ＣＯおよび／またはＣＯ２を標準ガス
としてオープンスプリット１０１に供給することができる。３本の供給管１０２～１０４
は共通の１本の毛管１０７に通じており、この毛管はアクチュエータを介してオープンス
プリット１０１内に移動可能であるかまたはこのオープンスプリットから外に移動可能で
ある。他の供給管１０５、１０６は共通の１本の毛管１０８に通じており、この毛管は毛
管１０７と同じように、アクチュエータによって軸方向に移動可能である。
【０１３０】
　各供給管１０２～１０６は手動の制御弁１０９、所定の絞り１１０および電気切換え式
弁１１１を備えている。その都度作動する標準ガス（単数または複数の標準ガス）は弁１
０９または１１１を介して予備選択され、毛管１０７または１０８を上昇してオープンス
プリット１０１の混合領域１１２に移動する。図１３に示した毛管１０７、１０８は混合
領域の外の待機位置にある。
【０１３１】
　上記の構造により、場合によっては（ガス）クロマトグラフィの後で、例えば試料内の
２つ以上の元素を分析する際に、２つ以上の標準ガスを、平衡を保って交互に供給するこ
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とができる。他方では、コストを最小限に抑えて、多数のまたはほぼ任意の数の標準ガス
を自動化して準備することができる。
【０１３２】
　キャリアガス、本例ではヘリウムが毛管１１３を経てオープンスプリット１０１に入る
。そのために、弁装置が図１２に示すように設けられている。毛管１１３は図１２の後続
の管９７の機能を有する。図１３では、キャリアガス供給部は、最少のキャリアガスが常
にオープンスプリット１０１内に達するように形成されている。それによって、このオー
プンスプリットは周囲に対して常にシールされている。
【０１３３】
　試料ガスは、図示していない周辺部によって決まる流量に応じて異なって供給される。
高流量（ＨＦ）試料は毛管１１４を経てオープンスプリット１００の混合領域１１５内ま
で案内される。ここでは、高流量試料のための供給管１１６、１１７が２本示してある。
両供給管は毛管１１４に通じ、切換え弁１１８を介して切換え可能である。
【０１３４】
　低流量（ＬＦ）試料は反対側（毛管１１４の向かい側）からオープンスプリット１００
に入る。オープンスプリット１００から質量分析計ＭＳまで達する毛管１１９（ガス抜き
管）は、アクチュエータによって２つの位置の間で、すなわち混合領域１１５と低流量試
料用毛管１２０との間で移動可能である。
【０１３５】
　毛管１１９（ガス抜き管）は毛管１２０の直径に合わせられており、（図１３に示すよ
うに）毛管１２０に挿入可能である。従って、試料ガス流は実質上その全てが質量分析計
に達する。これは試料の流量が非常に少ないときに有利である。
【０１３６】
　毛管１１９が毛管１２０に差し込まれないで、混合領域５０内に移動しているとき、毛
管１２０から向流でオープンスプリットに流入する試料ガスは通常はキャリアガスによっ
て希釈される。キャリアガスは供給管８０から供給される。しかし、図１３では、上述の
ように毛管１１５が毛管１２０に挿入されている。
【０１３７】
　低流量試料ガスを準備するための周辺部が設けられていない場合には、その代わりに、
例えば供給管８０の分岐部１２１を毛管１２０に接続することにより、毛管１２０を経て
キャリアガスを供給することできる。
【０１３８】
　例えば高流量試料を測定しているときには、余剰の低流量試料はエア抜き弁１２２を経
て毛管１２０から排出可能である。
【０１３９】
　弁１１８の位置に応じて、高流量試料が毛管１１４を経てオープンスプリット１００に
達する。ここで、弁１１８が三方弁として形成されているので、その都度不要な高流量試
料流れを遮断および排出（エア抜き）することができる。それによって、ガス流は手前に
配置された図示していない周辺部内では常に一定である。従って、拡散による測定不良が
回避される。
【０１４０】
　供給管１１６、１１７が毛管１１４に合流した後で、この毛管はエア抜き分岐部１２３
を有する。このエア抜き分岐部は固有の弁１２４を備えている。毛管１１４内に達するガ
ス流は、オープンスプリット１００には減少したガス流が達するように、弁１２４の適当
な切換えによって、エア抜き分岐部１２３から部分的に排出できる。
【０１４１】
　混合領域１１５において、試料ガス流はキャリアガス流によって希釈され、毛管１１９
を経て質量分析計に達する。質量分析計の代わりに他の適当な検出器を設けることもでき
る。
【０１４２】
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　試料ガス流の希釈はキャリアガス流の調節によって制御される。キャリアガス流は毛管
１２５を経てオープンスプリット１００に達する。供給管８０と毛管１２５との間には、
複数の弁１２６、ここでは３個の弁１２６が互いに並列に配置されている。この弁に続い
てそれぞれ、様々に形成された絞り１２７、１２８、１２９が設けられている。個々の弁
１２６の選択またはその組み合わせによって、非常に様々なキャリアガス流を毛管１２５
内に調節することができる。供給管８０から毛管１２５への連続供給は不要である。とい
うのは、多くの場合に高流量周辺部が既に基本流または個別のキャリアガスを含んでいる
からである。弁１２６のコンピュータ制御により、常に十分な流れがオープンスプリット
１００内に生じ、それによって周囲ガスは流入することができない。
【０１４３】
　供給管８０と毛管１１３との間には、本例の場合、５個の弁１２７が互いに並列に配置
されている。この弁１２７は弁１２３と同様に電気的に切換え可能である。各弁１２７に
は特定の絞り１３１～１３５が付設されている。さらに、弁１３０と並列に、弁を持たな
い管１３６が設けられている。キャリアガスの基本流がこの管１３６を経てオープンスプ
リット１０１に常に流入する。この管１３６も特定の絞り１３７を有する。
【０１４４】
　絞り１３１～１３５（絞り１２７～１２９に類似する）は、例えば図１２に示すように
あるいは例えばバイナリステップで、すなわち２倍づつの流量（１倍、２倍、４倍、８倍
等）で、段階的に形成されている。その際、流量は絞りから絞りへ２倍に増える。その代
わりに、より大きな倍数、例えば２．５を使用することもでき、その場合流量は１／２．
５／６．２５／１５．６２５等となる。倍数が大きければ大きいほど、高ダイナミック範
囲にとって必要な弁は少なくなり、ステップの幅が大きくなる。弁１２６、１３０の適切
な制御による、標準ガスまたは試料ガスの所望の希釈への変更は、コンピュータ制御の制
御ユニットによって行われる。この制御ユニットはその都度最も達成しやすい希釈ステッ
プを調節する。
【０１４５】
　流入圧力（周辺部）を一定に保持するためには、或る程度の最少流れが必要である。そ
のために、絞り１３７を備えた管１３６から必須の最少供給が行われる。その代わりに、
簡単に、切換え制御において付帯条件のみを設けてもよい。この付帯条件の場合、弁１３
０または１２６のうちの少なくとも１つを開放しなければならないかあるいは付加的なエ
ア抜き部が設けられている。このエア抜き部は場合によっては、目的の流れの方向へのす
べての流れが遮断されているときにのみ使用される。
【０１４６】
　供給管８０に接続されたすべての絞りは好ましくは互いに調和される。例えば絞り１２
９／１２８／１２７／１３１／１３２／１３３／１３４／１３５および１３７は、７／２
／１／３５／１６／５／２／１および２の流量を有する。
【０１４７】
　図１２に基づいて既に説明した弁９９は図１３に示していないが、図１３においても設
けることができる。この弁は、きわめて迅速な調節が望まれるとき、圧力を急速に低下さ
せるべきとき、あるいは後続の管９７が背圧を発生させる早めに閉鎖されるシステムに接
続されているときに、エア抜き部としての働きもする。
【０１４８】
　上記の絞り１１０、１２７～１２９および１３１～１３７は、例えば異なる長さの同じ
毛管、フローダイヤフラムの異なる開口、特定の横断面等によって、様々な方法で実施可
能である。
【０１４９】
　キャリアガスのためのガス流の上記制御は、弁１２６または１３０または８９～９６が
一旦所定の通りに設定されそしてフィードバックによる制御がもはや行われないときに、
きわめて有利である。所望の流量は実際上直ちに達成される。測定は再制御プロセスによ
って妨害されない。さらに、従来の流量調節器よりもむだ量（Ｔｏｔｖｏｌｕｍｉｎａ）



(24) JP 2012-163570 A 2012.8.30

10

20

30

40

50

が少ない。公知の簡単な部品と不活性の材料から容易に構築可能である。弁８９～９６、
１２６および１３０によってバイナリ式にあるいは漸次式に形成された流量調節器の使用
は、特にオープンスプリットとの関連できわめて有利である。というのは、ここでは（キ
ャリアガス供給部の通常機械的な圧力調節器による）予圧と、（オープンスプリットを周
囲／大気にさらすことによる）目標圧力が一定であるからである。
【０１５０】
　並列の弁による上記のバイナリ式または漸次式の流量調整は、いろいろな機器や方法で
可能である。すなわち、同位体質量分析における試料や標準ガスを希釈するためだけでな
く、例えばＩＣＰ－ＭＳのためのキャリアガス調整、衝突セルおよび反応セルの衝突ガス
調整等においても、上記の流量調整が可能である。
【０１５１】
　エア抜き弁１２２および／またはエア抜き分岐部１２３内の弁１２４は、コンピュータ
制御によって切換え可能であり、図１３に基づいて説明した残りの部分と調和させて操作
可能である。
【符号の説明】
【０１５２】
　２０　　　反応器
　２１　　　ガスクロマトグラフ
　２２　　　オープンスプリット
　２３　　　イオン源
　２４　　　方向変換ユニット
　２５　　　検出システム
　２６　　　標準ガス源
　２７　　　キャリアガス源
　２８　　　試料ガス供給部
　２９　　　キャリアガス供給部
　３０　　　標準ガス供給部
　３１　　　試料ガス毛管
　３２　　　キャリアガス毛管
　３３　　　標準ガス毛管
　３４　　　イオン源に至る毛管
　３５　　　アクチュエータ
　３６　　　アクチュエータ
　３７　　　アクチュエータ
　３８　　　アクチュエータ
　３９　　　弁
　４０　　　弁
　４１　　　弁
　４２　　　弁
　４３　　　同位体質量分析計
　４４　　　ケーシング
　４５　　　電気制御用コンピュータ
　４６　　　検出器
　４７　　　継手
　４８　　　継手
　４９　　　継手
　５０　　　分割器
　５１　　　供給管
　５２　　　供給管
　５３　　　トラップ
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　５４　　　標準ガス毛管
　５５　　　標準ガス毛管
　５６　　　標準ガス毛管
　５７　　　標準ガス毛管
　５８　　　キャリアガス毛管
　５９　　　キャリアガス毛管
　６０　　　試料ガス毛管
　６１　　　試料ガス毛管
　６２　　　試料ガス毛管
　６３　　　イオン源に至る毛管
　６４　　　供給管
　６５　　　収縮箇所
　６６　　　遮断弁
　６７　　　混合領域
　６８　　　待機領域
　６９　　　移行領域
　７０　　　外側の混合位置
　７１　　　内側の混合位置
　７２　　　入口範囲
　７３　　　外側の待機位置
　７４　　　内側の待機位置
　７５　　　カーブブランチ
　７６　　　カーブブランチ
　８０　　　供給管
　８１　　　支流管
　８２　　　支流管
　８３　　　支流管
　８４　　　支流管
　８５　　　支流管
　８６　　　支流管
　８７　　　支流管
　８８　　　支流管
　８９　　　弁
　８０　　　弁
　９１　　　弁
　９２　　　弁
　９３　　　弁
　９４　　　弁
　９５　　　弁
　９６　　　弁
　９７　　　後続の管
　９８　　　バックフラッシュ管
　９９　　　弁
　１００　　オープンスプリット
　１０１　　オープンスプリット
　１０２　　供給管
　１０３　　供給管
　１０４　　供給管
　１０５　　供給管
　１０６　　供給管
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　１０７　　毛管
　１０８　　毛管
　１０９　　手動制御弁
　１１０　　絞り
　１１１　　電動弁
　１１２　　混合領域
　１１３　　毛管
　１１４　　毛管
　１１５　　混合領域
　１１６　　供給管
　１１７　　供給管
　１１８　　切換え弁
　１１９　　毛管（ガス抜き管）
　１２０　　毛管（低流量）
　１２１　　分岐部
　１２２　　エア抜き弁
　１２３　　エア抜き分岐部
　１２４　　弁
　１２５　　毛管
　１２６　　弁
　１２７　　絞り
　１２８　　絞り
　１２９　　絞り
　１３０　　弁
　１３１　　絞り
　１３２　　絞り
　１３３　　絞り
　１３４　　絞り
　１３５　　絞り
　１３６　　管
　１３７　　絞り
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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月26日(2012.4.26)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のガス流がガス管内で調節可能である、ガスを分析装置に供給する装置であって、
供給管（８０）と、少なくとも１本の後続の管（９７）と、供給管（８０）と後続の管（
９７）との間に設けられた複数の弁（８９～９６）とを備え、この弁（８９～９６）が互
いに並列に接続され、かつ段階的に、すなわちバイナリ式にまたは漸次式に切換え可能で
ある、装置。
【請求項２】
　適当な流量を有する特定の絞りが各弁（８９～９６）に付設されていることを特徴とす
る請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　少なくとも２つの弁の絞りが異なっていることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　互いに異なる複数の絞りが設けられ、これらの絞りの流量が同じ倍数だけ異なっている
ことを特徴とする請求項２または３に記載の装置。
【請求項５】
　弁（８９～９６）が、手動で、電気的にまたは電子的に制御可能であることを特徴とす
る請求項１または請求項２～４のいずれか一項に記載の装置。
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【請求項６】
　供給管（８０）と後続の管（９７）を接続するために、弁を備えていない並列の管（１
３６）が付加的に設けられていることを特徴とする請求項１または請求項２～５のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項７】
　後続の管（９７または１１３）の後に配置された上記ガス流と他のガス流を混合するた
めのオープンスプリット（１０１）を備えていることを特徴とする請求項１または請求項
２～６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　後続の第２の管（毛管１２５）を備え、この後続の第２の管と供給管（８０）との間に
複数の弁（１２６）が互いに並列に配置されていることを特徴とする請求項１または請求
項２～７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　弁（１２６）にそれぞれ、適当な流量を有する特定の絞り（１２７～１２９）が付設さ
れていることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　後続の第２の管（毛管１２５）に、第２のオープンスプリット（１００）が付設されて
いることを特徴とする請求項８または９に記載の装置。
【請求項１１】
　１個または複数のオープンスプリット（１００、１０１）の後に、分析器として質量分
析計が配置されていることを特徴とする請求項１または１０あるいは請求項２～９のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　供給管（８０）が弁を迂回するためおよびオープンスプリット（１００）に直接供給す
るための分岐部（１２１）を備えていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　複数のオープンスプリット（１００、１０１）またはその１個が高流量のガスを供給す
るための第１毛管（１１４）と、これよりも低流量のガスを供給するための第２毛管（１
２０）を備えていることを特徴とする請求項７または請求項１～６および８～１２のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　オープンスプリット（１００）がガスを取り出すための毛管（１１９）、すなわちガス
抜き毛管を備え、この毛管が第１または第２毛管（１１４、１２０）に対して並流式に配
置され、かつ他の毛管（１２０、１１４）に対して向流式に配置されていることを特徴と
する請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　低流量のガスを供給するための第２毛管（１２０）が、ガス抜き毛管（１１９）に対し
て向流式に配置されていることを特徴とする請求項１３または１４に記載の装置。
【請求項１６】
　ガス抜き毛管（１１９）が、低流量のガスを供給するための第２毛管（１２０）の内径
よりも小さな外径を有することと、ガス抜き毛管と第２毛管が、両毛管の或る位置で両毛
管が互いに嵌合するように、相対的に移動可能にかつ同軸に配置されることを特徴とする
請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　オープンスプリットまたは複数のオープンスプリット（１００、１０１）の１個が、ガ
スを供給するための毛管（１１４）を備えていることと、この毛管が弁（１２４）を介し
て閉鎖可能な分岐部（１２３）を備えていることを特徴とする請求項７または１０あるい
は請求項１～６、８、９および１１～１６に記載の装置。
【請求項１８】
　オープンスプリットまたは複数のオープンスプリット（１００、１０１）の１個が、ガ
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スを供給するための毛管（１１４）を備えていることと、２本以上の供給管（１１６、１
１７）がこの毛管に通じていることを特徴とする請求項７または１０あるいは請求項１～
６、８、９および１１～１７に記載の装置。
【請求項１９】
　供給管（１１６、１１７）が多路弁（１１８）を備え、この多路弁が一方の切換え位置
でオープンスプリット（１００）の方へガスを通過させ、他の切換え位置でガスを排出す
ることを特徴とする請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　キャリアガスが、供給管（８０）を経て異なる２個のオープンスプリット（１００、１
０１）に供給可能であることと、試料ガスが毛管を経て一方のオープンスプリットに供給
可能であることと、標準ガスが毛管を経て他のオープンスプリットに供給可能であること
と、両オープンスプリットから分析装置までガス抜き毛管が案内されていることを特徴と
する請求項１または請求項２～１９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２１】
　試料ガスとキャリアガスを分析装置に供給する装置において、
ａ）キャリアガス用の第１毛管（１２５）がオープンスプリット（１００）に案内され、
ｂ）低流量の試料ガス用の第２毛管（１２０）がオープンスプリット（１００）に案内さ
れ、
ｃ）これより高流量の試料ガス用の第３毛管（１１４）がオープンスプリット（１００）
に案内され、
ｄ）第４毛管（１１９）がガス抜き管としてオープンスプリットから分析装置まで案内さ
れていることを特徴とする装置。
【請求項２２】
　第１毛管（１２５）の手前に、分岐部（１２１）を有するキャリアガス供給管（８０）
が配置され、この際、分岐部（１２１）が低流量の試料ガス用の第２毛管（１２０）に接
続されていることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　第４毛管（１１９）が、低流量の試料ガス用の第２毛管（１２０）にガス抜き管として
挿入可能であることを特徴とする請求項２１または２２に記載の装置。
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